
教
師
任
用
の
手
引
き

教
師
任
用
は
真
宗
高
田
派
宗
制
第
十
章
第
一
節
に
も
と
ず
い
て
お
こ
な
わ
れ
ま
す
。真
宗
、仏
教
関
係
の
学
校
を
卒
業
し
て
い
る

場
合
に
は
、第
二
百
十
三
条
に
も
と
ず
き
試
験
に
よ
ら
ず
、宗
規
第
八
号
学
階
授
与
規
程
に
相
当
す
る
僧
階
、学
階
が
授
け
ら
れ

ま
す
。こ
れ
に
よ
ら
な
い
場
合
は
、宗
制
第
二
百
十
一
条
の
試
験
を
受
け
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。合
格
し
て
い
た
だ
く
た
め
に
、

教
師
検
定
予
備
講
習
の
中
で
試
験
を
行
い
ま
す
の
で
ご
了
承
く
だ
さ
い
。

提
出
書
類
に
つ
い
て

　

宗
制
二
百
三
条
、二
百
四
条
に
よ
り
ま
す
。

一
、教
師
任
用
願

　　　

※
住
職
、組
長
の
捺
印
が
必
要
で
す
。申
請
者
名
は
法
名
と
な
り
ま
す
。

一
、教
師
検
定
予
備
講
習
受
講
願

　　
（
無
試
験
検
定
に
て
教
師
任
用
さ
れ
る
方
は
不
要
で
す
）

一
、履
歴
書

　　
（
本
山
指
定
の
様
式
の
も
の
）

　　　

※
本
人
の
捺
印
が
必
要
で
す
。署
名
は
本
名
と
な
り
ま
す
。

一
、卒
業
証
明
書
・
成
績
証
明
書

　　　

※
最
終
学
歴
ま
た
は
仏
教
関
係
学
歴
を
証
明
す
る
も
の
。提
出
さ
れ
た
も
の
で
無
試
験
の
場
合
、判
定
さ
れ
ま
す
。

　　　　

学
校
発
行
の
も
の
。開
封
無
効
の
も
の
は
未
開
封
で
お
持
ち
く
だ
さ
い
。

一
、戸
籍
抄
本

　　　

※
役
所
発
行
の
も
の
。本
籍
地
の
記
載
要

一
、身
分
証
明
書

　　　

※
役
所
発
行
の
も
の
。禁
固
刑
に
処
せ
ら
れ
て
い
な
い
、禁
治
産
者
で
な
い
、破
産
者
で
な
い
な
ど
の
事
項
を
証
明
す
る

　　　　

書
類
で
す
。

教
師
任
用
願
は
、宗
務
院
教
学
部
ま
で
郵
送
ま
た
は
持
参
く
だ
さ
い
。必
要
書
類
に
不
備
の
な
い
場
合
は
、任
用
に
な
り
次
第

ご
連
絡
い
た
し
ま
す
。不
備
が
あ
り
ま
す
と
、処
理
に
時
間
が
か
か
る
場
合
が
あ
り
ま
す
の
で
、お
早
め
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

※
尚
、平
成
十
七
年
よ
り
運
用
方
法
が
変
更
に
な
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
の
で
、ご
了
承
く
だ
さ
い
。


